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日本の最低賃金は、都道府県別に決められ、

最高は東京の932円、最低は沖縄・宮崎で714

円です。最高と最低では同じ仕事でも、1日8

時間で1,744円、月22日働いて3万8,300円超、

年収では46万円を超える格差になります。最

低賃金の差は、労働力を流出させ、地域を疲

弊させます。格差解消には、全国一律最賃制

度の確立が必要です。同時に賃金の引き上げ

には、全国の企業の99.7％、労働者の7割を雇

用する中小企業への支援が欠かせません。中

小企業への特別な支援をおこない、最賃を引

き上げる筋道をつくることは急務です。

2015年におこなった「最低生計費試算調

査」では、名古屋市在住の単身世帯で月額22

万7千円（時間額1300円以上）が必要と示され

ました。この生活は、家賃4.5万円のアパート

で食費は1日1,000円程度、テレビやスマホ、

エアコン、ベッドと最低限必要な家電･家具の

中で背広2着を着回す慎ましい生活です。生計

費調査は全国でおこなわれており、北海道や

九州、首都圏などどこで暮らしても月額22～2

3万円必要なことが明らかになっています。愛

知県内でも参考値ですが豊橋市の結果と比較

したところ、自動車が必需品となる豊橋は名

古屋市の結果を上回っています。若者や女性

の半数が非正規労働者であり、生計を維持し

ている人も少なくありません。誰もが独立し

て普通に暮らすには現行の最低賃金では生活

が成り立たず、大幅な引き上げが必要です。
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■ 要 請 趣 旨■ 

 2016 年の改定による地域別最低賃金は、最も高い東京で時給 932 円、愛知県では 845 円、最も低い

地方は714円です。毎日フルタイムで働いても月11万～14万円の手取りにしかならず、これでは憲法

が保障する“健康で文化的な最低限の生活”はできません。しかも、時間額で218円にまで広がった地

域間格差が、労働力の地方からの流出を招き、地方の高齢化と地域経済を疲弊させる要因となっていま

す。地域経済を再生させるうえで、地域間格差の是正と最低賃金の大幅な引き上げが必要です。 

日本の最低賃金は、諸外国に大きく見劣りする低水準に置かれています。私たちは、普通に働けば人

間らしい生活ができる最低賃金の水準と全国一律最低賃金制度を求めます。それに至る過程として、愛

知県の最低賃金を、今すぐ1,000円以上に引き上げ、格差の是正を実現してください。それこそが地域

経済をあたため、人口減少社会に歯止めをかける確かな道です。 

そのためにも、地域経済を支える主役である中小企業・小規模事業者に最低賃金の引上げを保障する

特別な財政措置を行ってください。あわせて、単価の不当な切り下げなど大企業の下請いじめを正すこ

となど、コストが価格に適正に反映される仕組みの整備を求めます。 

 ついては2017年の最低賃金改定にあたり、下記事項が実現されるよう、貴職のご尽力をお願いします。 

 

■ 要 請 項 目 ■ 

 

１．愛知県の最低賃金を直ちに1,000円以上に引き上げること。 

２．最低賃金の引き上げを円滑に実施するため、中小企業に対する特別な財政措置を行うこと。 

生活改善、地域経済の好循環に向けた生活保障賃金の確立を 

愛知県の最低賃金を直ちに 1,000 円以上へ引き上げ、 

地域間格差の解消を求める要請 


